
元県立上山農業高等学校（万桑農園）

土地の南東側から北西方向を撮影

土地の北東側より南西方向を撮影

物件写真
赤線：県有地のおおよその範囲



土地の北側より南方向を撮影

＜参考イメージ図＞
　当該県有地（赤線）は、上山市所管である法定外公共物（青線）と隣接しており、
　その県有地との境界は、道路舗装面より高くなっている三角地（黄色線）の中に
　にある。（三角地の全てが県有地ではないので注意すること）


